
○
総
務
省
令
第
二
十
四
号

電
波
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
及
び
同
法
を
実
施
す
る
た
め
、
電
波
法
施
行

規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
七
日

総
務
大
臣

石
田

真
敏

電
波
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

（
電
波
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

電
波
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
電
波
監
理
委
員
会
規
則
第
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ

る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定

（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。



改

正

後

改

正

前

（
登
録
の
対
象
と
す
る
無
線
局
）

（
登
録
の
対
象
と
す
る
無
線
局
）

第
十
六
条

法
第
二
十
七
条
の
十
八
第
一
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
無
線
局
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

第
十
六
条

［
同
上
］

［
一
～
十

略
］

［
一
～
十

同
上
］

十
一

設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
三
十
四
第
一
項
に
規
定
す
る
技
術
基
準
に
係
る
無
線
設
備
を
使
用
す
る
陸
上

十
一

設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
三
十
四
に
規
定
す
る
技
術
基
準
に
係
る
無
線
設
備
を
使
用
す
る
陸
上
移
動
局

移
動
局

十
一
の
二

設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
三
十
四
第
二
項
に
規
定
す
る
技
術
基
準
に
係
る
無
線
設
備
（
同
項
第
五

［
新
設
］

号
た
だ
し
書
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
を
使
用
す
る
陸
上
移
動
局

［
十
二

略
］

［
十
二

同
上
］

（
登
録
局
の
無
線
設
備
の
規
格
）

（
登
録
局
の
無
線
設
備
の
規
格
）

第
十
七
条

法
第
二
十
七
条
の
十
八
第
一
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
無
線
設
備
の
規
格
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と

第
十
七
条

［
同
上
］

す
る
。

［
一
～
十

略
］

［
一
～
十

同
上
］

十
一

設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
三
十
四
第
一
項
に
規
定
す
る
技
術
基
準

十
一

設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
三
十
四
に
規
定
す
る
技
術
基
準

十
一
の
二

設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
三
十
四
第
二
項
に
規
定
す
る
技
術
基
準

［
新
設
］

［
十
二

略
］

［
十
二

同
上
］

備
考

表
中
の[

]

の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。



（
無
線
設
備
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

無
線
設
備
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
電
波
監
理
委
員
会
規
則
第
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
（
下
線
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
付
し

た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄
に

掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
こ

れ
を
加
え
る
。



改

正

後

改

正

前

（
空
中
線
電
力
の
許
容
偏
差
）

（
空
中
線
電
力
の
許
容
偏
差
）

第
十
四
条

空
中
線
電
力
の
許
容
偏
差
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
送
信
設
備
の
区
別
に
従
い
、
そ
れ
ぞ
れ
同

第
十
四
条

［
同
上
］

表
の
下
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

許

容

偏

差

許

容

偏

差

送

信

設

備

上
限
（
パ
ー
セ
ン

下
限
（
パ
ー
セ

送

信

設

備

上
限
（
パ
ー
セ
ン

下
限
（
パ
ー
セ
ン

ト
）

ン
ト
）

ト
）

ト
）

［
一
～
六

略
］

［
一
～
六

同
上
］

七

次
に
掲
げ
る
送
信
設
備

［
略
］

［
略
］

七

［
同
上
］

［
同
上
］

［
同
上
］

［

～

略
］

［

～

同
上
］

（一）

（六）

（一）

（六）

九
一
六
・
七

以
上
九
二
三
・
五

以
下
の
周
波
数
の
電
波

九
二
〇
・
五

以
上
九
二
三
・
五

以
下
の
周
波
数
の
電
波

（七）

MHz

MHz

（七）

MHz

MHz

を
使
用
す
る
陸
上
移
動
局
の
送
信
設
備

を
使
用
す
る
陸
上
移
動
局
の
送
信
設
備

［

略
］

［

同
上
］

（八）

（八）

［
八
～
十
九

略
］

［
八
～
十
九

同
上
］

［
２
～
４

略
］

[

２
～
４

同
上
］

（
副
次
的
に
発
す
る
電
波
等
の
限
度
）

（
副
次
的
に
発
す
る
電
波
等
の
限
度
）

第
二
十
四
条

［
略
］

第
二
十
四
条

［
同
上
］

［
２
～

略
］

［
２
～

同
上
］

14

14

九
一
六
・
七

以
上
九
二
〇
・
九

以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
構
内
無
線
局
若
し
く
は
移
動
体
識

九
一
六
・
七

以
上
九
二
〇
・
九

以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
構
内
無
線
局
、
九
二
〇
・
五

以

15

MHz

MHz

15

MHz

MHz

MHz

別
（
無
線
設
備
が
、
応
答
の
た
め
の
装
置
（
無
線
設
備
が
発
射
す
る
電
波
に
よ
り
作
動
し
、
そ
の
受
信
電
力
の

上
九
二
三
・
五

以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
陸
上
移
動
局
又
は
九
一
六
・
七

以
上
九
二
三
・
五

MHz

MHz

MHz

全
部
又
は
一
部
を
同
一
周
波
数
帯
の
電
波
と
し
て
発
射
す
る
装
置
を
い
う
。
第
四
十
九
条
の
九
第
一
号
ト
及
び

以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
移
動
体
識
別
（
無
線
設
備
が
、
応
答
の
た
め
の
装
置
（
無
線
設
備
が
発
射

第
三
号
ニ
、
第
四
十
九
条
の
十
四
第
六
号
ト
、
第
九
号
ニ
及
び
第
十
号
ハ
、
第
四
十
九
条
の
三
十
四
第
二
項
第

す
る
電
波
に
よ
り
作
動
し
、
そ
の
受
信
電
力
の
全
部
又
は
一
部
を
同
一
周
波
数
帯
の
電
波
と
し
て
発
射
す
る
装

八
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
か
ら
発
射
さ
れ
た
電
波
を
受
信
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
移
動
体
の
識
別
を
い
う
。
以

置
を
い
う
。
第
四
十
九
条
の
九
第
一
号
ト
及
び
第
三
号
ニ
、
第
四
十
九
条
の
十
四
第
六
号
ト
、
第
九
号
ニ
及
び

下
同
じ
。
）
用
の
陸
上
移
動
局
、
九
二
〇
・
五

以
上
九
二
三
・
五

以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
陸

第
十
号
ハ
に
お
い
て
同
じ
。
）
か
ら
発
射
さ
れ
た
電
波
を
受
信
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
移
動
体
の
識
別
を
い

MHz

MHz

上
移
動
局
又
は
九
一
六
・
七

以
上
九
二
三
・
五

以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
移
動
体
識
別
用
の
特

う
。
以
下
同
じ
。
）
用
の
特
定
小
電
力
無
線
局
の
受
信
装
置
に
つ
い
て
は
、
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

MHz

MHz

定
小
電
力
無
線
局
の
受
信
装
置
に
つ
い
て
は
、
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

九
一
六
・
七

以
上
九
二
〇
・
九

以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
構
内
無
線
局
又
は
移
動
体
識
別

一

九
一
六
・
七

以
上
九
二
〇
・
九

以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
構
内
無
線
局
の
受
信
装
置

MHz

MHz

MHz

MHz

用
の
陸
上
移
動
局
の
受
信
装
置

［
表
略
］

［
表
同
上
］

二

九
二
〇
・
五

以
上
九
二
三
・
五

以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
陸
上
移
動
局
（
前
号
に
規
定
す

二

九
二
〇
・
五

以
上
九
二
三
・
五

以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
陸
上
移
動
局
の
受
信
装
置

MHz

MHz

MHz

MHz

る
も
の
を
除
く
。
）
の
受
信
装
置

［
表
略
］

［
表
同
上
］

［
三

略
］

［
三

同
上
］

［

～

略
］

［

～

同
上
］

16

31

16

31

（
九
二
〇

帯
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
陸
上
移
動
局
の
無
線
設
備
）

（
九
二
〇

帯
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
陸
上
移
動
局
の
無
線
設
備
）

MHz

MHz



第
四
十
九
条
の
三
十
四

九
二
〇
・
五

以
上
九
二
三
・
五

以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
陸
上
移
動
局

第
四
十
九
条
の
三
十
四

九
二
〇
・
五

以
上
九
二
三
・
五

以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
陸
上
移
動
局

MHz

MHz

MHz

MHz

（
次
項
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
。
）
の
無
線
設
備
は
、
次
の
各
号
の
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な

の
無
線
設
備
は
、
次
の
各
号
の
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ら
な
い
。

［
一
～
七

略
］

［
一
～
七

同
上
］

２

九
一
六
・
七

以
上
九
二
〇
・
九

以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
移
動
体
識
別
用
の
陸
上
移
動
局
の

［
新
設
］

MHz

MHz

無
線
設
備
は
、
次
の
各
号
の
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

空
中
線
系
を
除
く
高
周
波
部
及
び
変
調
部
は
、
容
易
に
開
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
。

二

空
中
線
電
力
は
、
一
ワ
ッ
ト
以
下
で
あ
る
こ
と
。

三

送
信
空
中
線
は
、
そ
の
絶
対
利
得
が
六
デ
シ
ベ
ル
以
下
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
等
価
等
方
輻
射
電
力
が

絶
対
利
得
六
デ
シ
ベ
ル
の
送
信
空
中
線
に
一
ワ
ッ
ト
の
空
中
線
電
力
を
加
え
た
と
き
の
値
以
下
と
な
る
場
合

は
、
そ
の
低
下
分
を
送
信
空
中
線
の
利
得
で
補
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

四

無
線
チ
ャ
ネ
ル
は
、
単
位
チ
ャ
ネ
ル
（
中
心
周
波
数
が
九
一
六
・
八

以
上
九
二
〇
・
八

以
下
の
周
波

MHz

MHz

数
の
う
ち
九
一
六
・
八

、
九
一
八

、
九
一
九
・
二

、
九
二
〇
・
四

、
九
二
〇
・
六

又
は
九
二

MHz

MHz

MHz

MHz

MHz

〇
・
八

で
あ
つ
て
、
帯
域
幅
が
二
〇
〇

の
チ
ャ
ネ
ル
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
及
び
第
七
号
に
お
い
て
同

MHz

kHz

じ
。
）
を
使
用
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
中
心
周
波
数
が
九
二
〇
・
四

、
九
二
〇
・
六

又
は

MHz

MHz

九
二
〇
・
八

の
も
の
に
あ
つ
て
は
、
単
位
チ
ャ
ネ
ル
を
一
又
は
二
以
上
同
時
に
使
用
す
る
も
の
で
あ
る
こ

MHz

と
。
な
お
、
二
チ
ャ
ネ
ル
を
同
時
に
使
用
す
る
も
の
の
中
心
周
波
数
は
、
九
二
〇
・
五

又
は
九
二
〇
・
七

MHz

、
三
チ
ャ
ネ
ル
を
同
時
に
使
用
す
る
も
の
の
中
心
周
波
数
は
九
二
〇
・
六

と
す
る
。

MHz

MHz

五

総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
技
術
的
条
件
に
適
合
す
る
送
信
時
間
制
限
装
置
及
び
キ
ャ
リ
ア
セ
ン
ス
を
備

え
付
け
て
い
る
こ
と
。
た
だ
し
、
総
務
大
臣
が
こ
の
条
件
を
適
用
す
る
こ
と
が
困
難
又
は
不
合
理
と
認
め
て

別
に
告
示
す
る
無
線
設
備
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

六

無
線
チ
ャ
ネ
ル
の
両
端
に
お
け
る
電
力
は
、
一
〇
デ
シ
ベ
ル
（
一
ミ
リ
ワ
ッ
ト
を
〇
デ
シ
ベ
ル
と
す
る
。

次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
以
下
で
あ
る
こ
と
。

七

無
線
チ
ャ
ネ
ル
に
隣
接
す
る
単
位
チ
ャ
ネ
ル
に
お
け
る
送
信
装
置
の
隣
接
チ
ャ
ネ
ル
漏
え
い
電
力
は
、

〇
・
五
デ
シ
ベ
ル
以
下
で
あ
る
こ
と
。

八

応
答
の
た
め
の
装
置
か
ら
の
電
波
を
受
信
で
き
る
こ
と
。

別
表
第
一
号

（第
５
条
関
係

）

別
表
第
一
号

（第
５
条
関
係

）

周
波
数
の
許
容
偏
差
の
表

周
波
数
の
許
容
偏
差
の
表

周
波
数
の
許

周
波
数
の
許

容
偏
差

（H
z

容
偏
差

（H
z

周
波
数
帯

無
線
局

又
は
k
H
z
を

周
波
数
帯

無
線
局

又
は
k
Hzを

付
し
た
も
の

付
し
た
も
の

を
除
き
百

を
除
き
百

、
、

万
分
率

）

万
分
率

）

［１
６
略
]

［１
６
同
左
]

～
～

７
4
7
0
M
H
z
を
超
え
2
,
4
5
0
M
H
z
以

［１
・
２
略

］

［略

］

７

［同
左

］

［１
・
２
同
左

］

［同
左

］

下
３
簡
易
無
線
局

３
簡
易
無
線
局

（注
3
5

）

［４
13
略

］

［４
13
同
左

］

～
～



［８

・９
略

］

［８

・９
同
左

］

［注
１

34
略

］

［注
１

34
同
左

］

～
～

35
91
6.7M

Hz
以
上
920

.9M
Hz
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
構
内
無
線
局
若
し
く
は
移
動
体
識
別
用

35
91
6.7M

Hz
以
上
920

.9M
Hz以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
構
内
無
線
局
及
び
920

.5M
Hz
以
上
923

.5

の
陸
上
移
動
局
又
は
920.

5MH
z以
上
923.

5MH
z
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
陸
上
移
動
局

（91
6.

MHz以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
陸
上
移
動
局

（一
の
単
位
チ
ャ
ネ
ル
を
使
用
す
る
も
の
は
注
34

、

7
MHz以

上
9
20.

9MHz
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
移
動
体
識
別
用
の
も
の
を
除
く
ま
た
一
の

(
6)に
よ
る
こ
と
が
で
き
る

）の
無
線
設
備

2
0

（10
-6

）

。
、

。

単
位
チ
ャ
ネ
ル
を
使
用
す
る
も
の
は

注
3
4
(
6
)
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る

）の
無
線
設
備

2
0

（1
0
-

、
。

6

）

［3
6

57
略

］

［3
6

57
同
左

］

～
～

別
表
第
二
号

（第
６
条
関
係

）
別
表
第
二
号

（第
６
条
関
係

）

［第
１
第
７
略

］

［第
１
第
７
同
左

］

～
～

第
８

9
16.7

MHz
以
上
9
20.9

MHz
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
構
内
無
線
局
若
し
く
は
移
動
体
識
別
用

第
８

9
1
6
.
7
M
H
z
以
上
9
2
0
.9
M
H
z以
下

1
,
2
15
M
H
zを
超
え
1
,
2
60
M
H
z以
下
又
は
2
,
4
25
M
H
zを
超
え
2
,
4
75
M
H
z

、

の
陸
上
移
動
局
又
は
1,
215

MHz
を
超
え
1,
260

MHz
以
下
若
し
く
は
2,
425

MHzを
超
え
2,
475

MHz以
下
の
周
波

以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
構
内
無
線
局
の
無
線
設
備
の
占
有
周
波
数
帯
幅
の
許
容
値
は

第
１
か

、

数
の
電
波
を
使
用
す
る
構
内
無
線
局
の
無
線
設
備
の
占
有
周
波
数
帯
幅
の
許
容
値
は
第
１
か
ら
第
４
ま
で

ら
第
４
ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
次
の
と
お
り
と
す
る

、
、

。

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
次
の
と
お
り
と
す
る

、
。

［１
３
略

］

［１
３
同
左

］

～
～

［第
９
第
5
5
略

］

［第
９
第
5
5
同
左

］

～
～

第
56

9
20.

5MHz
以
上
92
3.5

MHz
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
陸
上
移
動
局

（第
８
に
規
定
す
る
も
の

第
5
6

9
2
0
.
5
M
H
z以
上
9
2
3
.
5
M
H
z
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
陸
上
移
動
局
の
無
線
設
備
の
占
有
周
波

を
除
く

）の
無
線
設
備
の
占
有
周
波
数
帯
幅
の
許
容
値
は

第
１
か
ら
第
４
ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず

数
帯
幅
の
許
容
値
は
第
１
か
ら
第
４
ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず

200ｎ
kHz
と
す
る

。
、

、
、

。

200
ｎ
kHz
と
す
る

、
。

［注
略

］

［注
同
左

］

［第
5
7
第
7
4
略

］

［第
5
7
第
7
4
同
左

］

～
～

別
表
第
三
号

（第
７
条
関
係

）

別
表
第
三
号

（第
７
条
関
係

）

［１
23
略

］

［１
23
同
左

］

～
～

24
91
6.7

MHz以
上
920

.9M
Hz以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
構
内
無
線
局
若
し
く
は
移
動
体
識
別
用
の

2
4

9
1
6
.
7
M
H
z
以
上
9
2
0
.
9
M
H
z
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
構
内
無
線
局

9
16
.
7
MH
z
以
上
9
23
.
5
MH
z

、

陸
上
移
動
局

916.
7MH

z以
上
923.

5MH
z以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
移
動
体
識
別
用
の
特
定
小
電

以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
移
動
体
識
別
用
の
特
定
小
電
力
無
線
局
又
は
9
2
0
.
5
M
H
z
以
上
9
2
3
.
5M
H
z

、

力
無
線
局
又
は
9
20.

5MH
z以
上
9
23.

5MH
z以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
陸
上
移
動
局

（91
6.7

MHz以
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
陸
上
移
動
局
の
送
信
設
備
の
不
要
発
射
の
強
度
の
許
容
値
は

２
に
規

、

上
92
0.9

MHz以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
移
動
体
識
別
用
の
も
の
を
除
く

）の
送
信
設
備
の
不
要

定
す
る
値
に
か
か
わ
ら
ず
次
の
と
お
り
と
す
る

。
、

。

発
射
の
強
度
の
許
容
値
は
２
に
規
定
す
る
値
に
か
か
わ
ら
ず
次
の
と
お
り
と
す
る

、
、

。

(1)
916

.7M
Hz
以
上
920

.9M
Hz以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
構
内
無
線
局
又
は
移
動
体
識
別
用
の
陸

(1
)
916

.7M
Hz以
上
920

.9M
Hz以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
構
内
無
線
局

上
移
動
局

［表
略

］

［表
同
左

］

［注
略

］

［注
同
左

］

［(2
)
略

］

［(2)
同
左

］
(3)

920
.5M

Hz
以
上
923

.5M
Hz以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
陸
上
移
動
局

（(1)に
規
定
す
る
も
の
を

(3
)
920

.5M
Hz以
上
923

.5M
Hz以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
陸
上
移
動
局

除
く

）

。

［表
略

］

［表
同
左

］

［注
略

］

［注
同
左

］

［25
39
略

］

［25
39
同
左

］

～
～



4
0
移
動
局

（航
空
機
局
を
除
く

）の
う
ち
単
側
波
帯

（実
数
零
点
単
側
波
帯
変
調
方
式
の
も
の
を
除
く

4
0
移
動
局

（航
空
機
局
を
除
く

）の
う
ち
単
側
波
帯

（実
数
零
点
単
側
波
帯
変
調
方
式
の
も
の
を
除
く

。
。

）を
使
用
す
る
送
信
設
備
の
ス
プ
リ
ア
ス
領
域
に
お
け
る
不
要
発
射
の
強
度
の
許
容
値
は
２

(1
)及
び
39

）を
使
用
す
る
送
信
設
備
の
ス
プ
リ
ア
ス
領
域
に
お
け
る
不
要
発
射
の
強
度
の
許
容
値
は

２
(1

)及
び
3
8

。
、

。
、

に
規
定
す
る
値
に
か
か
わ
ら
ず
基
本
周
波
数
の
尖
頭
電
力
よ
り
43d

B低
い
値
と
す
る

に
規
定
す
る
値
に
か
か
わ
ら
ず
基
本
周
波
数
の
尖
頭
電
力
よ
り
43d

B
低
い
値
と
す
る

、
。

、
。

［41
略

］

［4
1
同
左

］

4
2
宇
宙
無
線
通
信
を
行
う
無
線
局
の
送
信
設
備

（14
36

3
7

41及
び
5
6の
規
定
の
適
用
が
あ
る
も
の
を

4
2
宇
宙
無
線
通
信
を
行
う
無
線
局
の
送
信
設
備

（1
4

3
5

3
6

4
0
及
び
5
5
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
も
の
を

、
、

、
、

、
、

除
く

）で
あ
つ
て
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
も
の
の
ス
プ
リ
ア
ス
発
射
又
は
不
要
発
射
の
強
度
の
許

除
く

）で
あ
つ
て

総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
も
の
の
ス
プ
リ
ア
ス
発
射
又
は
不
要
発
射
の
強
度
の
許

。
、

。
、

容
値
は
２

(1)及
び

(2
)に
規
定
す
る
値
に
か
か
わ
ら
ず
当
該
告
示
に
定
め
る
値
と
す
る

容
値
は
２

(1)及
び

(2)に
規
定
す
る
値
に
か
か
わ
ら
ず
当
該
告
示
に
定
め
る
値
と
す
る

、
、

。
、

、
。

43
超
広
帯
域
無
線
シ
ス
テ
ム
の
無
線
局
の
送
信
設
備
の
不
要
発
射
の
強
度
の
許
容
値
は
２
に
規
定
す
る
値

4
3
超
広
帯
域
無
線
シ
ス
テ
ム
の
無
線
局
の
送
信
設
備
の
不
要
発
射
の
強
度
の
許
容
値
は

２
に
規
定
す
る
値

、
、

に
か
か
わ
ら
ず
次
の
と
お
り
と
す
る

に
か
か
わ
ら
ず
次
の
と
お
り
と
す
る

、
。

、
。

(1)
3
.4G

Hz以
上
4
.8G

Hz未
満
又
は
7
.25

GHz以
上
1
0.2

5GH
z未
満
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
も
の

(1
)
3
.4G

Hz以
上
4
.8G

Hz未
満
又
は
7
.25

GHz以
上
1
0.2

5GH
z未
満
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
も
の

不
要
発
射
の
強
度
の
許
容
値

（１
ｍ
Ｗ
を
０
d
B
と
す
る

以
下
4
3
に

不
要
発
射
の
強
度
の
許
容
値

（１
ｍ
Ｗ
を
０
d
Bと
す
る

以
下
4
2に

。
。

周
波
数
帯

お
い
て
同
じ

）

周
波
数
帯

お
い
て
同
じ

）

。
。

任
意
の
１
M
H
z
の
帯
域
幅
に
お
け
任
意
の
１
M
H
z
の
帯
域
幅
に
お
け

任
意
の
１
MHz
の
帯
域
幅
に
お
け
任
意
の
１
MHz
の
帯
域
幅
に
お
け

る
平
均
電
力

る
尖
頭
電
力

る
平
均
電
力

る
尖
頭
電
力

［略

］

［同
左

］

［(2
)
略

］

［(2)
同
左

］

［44
64
略

］

［44
64
同
左

］

～
～

備
考

表
中
の[

]

の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。



（
特
定
無
線
設
備
の
技
術
基
準
適
合
証
明
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
条

特
定
無
線
設
備
の
技
術
基
準
適
合
証
明
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
六
年
郵
政
省
令
第
三
十
七
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
（
下
線
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
付
し

た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。



改

正

後

改

正

前

（
特
定
無
線
設
備
等
）

（
特
定
無
線
設
備
等
）

第
二
条

法
第
三
十
八
条
の
二
の
二
第
一
項
の
特
定
無
線
設
備
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

第
二
条

［
同
上
］

［
一
～
四
の
六

略
］

［
一
～
四
の
六

同
上
］

四
の
七

設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
三
十
四
第
一
項
に
お
い
て
そ
の
無
線
設
備
の
条
件
が
定
め
ら
れ
て
い
る
陸

四
の
七

設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
三
十
四
に
お
い
て
そ
の
無
線
設
備
の
条
件
が
定
め
ら
れ
て
い
る
陸
上
移
動

上
移
動
局
に
使
用
す
る
た
め
の
無
線
設
備

局
に
使
用
す
る
た
め
の
無
線
設
備

［
五

略
］

［
五

同
上
］

六

設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
九
に
お
い
て
そ
の
無
線
設
備
の
条
件
が
定
め
ら
れ
て
い
る
構
内
無
線
局
又
は
同

六

設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
九
に
お
い
て
そ
の
無
線
設
備
の
条
件
が
定
め
ら
れ
て
い
る
構
内
無
線
局
に
使
用

規
則
第
四
十
九
条
の
三
十
四
第
二
項
に
お
い
て
そ
の
無
線
設
備
の
条
件
が
定
め
ら
れ
て
い
る
陸
上
移
動
局
に

す
る
た
め
の
無
線
設
備
（
次
号
及
び
第
六
号
の
三
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

使
用
す
る
た
め
の
無
線
設
備
（
次
号
及
び
第
六
号
の
三
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

六
の
二

設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
九
第
一
号
に
お
い
て
そ
の
無
線
設
備
の
条
件
が
定
め
ら
れ
て
い
る
構
内
無

六
の
二

設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
九
第
一
号
に
お
い
て
そ
の
無
線
設
備
の
条
件
が
定
め
ら
れ
て
い
る
構
内
無

線
局
（
同
号
ニ
た
だ
し
書
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
又
は
同
規
則
第
四
十
九
条
の
三
十
四
第
二
項
に
お

線
局
（
同
号
ニ
た
だ
し
書
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
に
使
用
す
る
た
め
の
無
線
設
備

い
て
そ
の
無
線
設
備
の
条
件
が
定
め
ら
れ
て
い
る
陸
上
移
動
局
（
同
項
第
五
号
た
だ
し
書
に
該
当
す
る
も
の

を
除
く
。
）
に
使
用
す
る
た
め
の
無
線
設
備

［
六
の
三
～
七
十
七

略
］

［
六
の
三
～
七
十
七

同
上
］

［
２

略
］

［
２

同
上
］

別
表
第
二
号
工
事
設
計
の
様
式

（別
表
第
一
号
一

(1)関
係

）

別
表
第
二
号
工
事
設
計
の
様
式

（別
表
第
一
号
一

(1)関
係

）

［第
一
第
三
略

］

［第
一
第
三
同
左

］

～
～

第
四
ア
マ
チ
ュ
ア
局

15
0MH

z帯
40
0MH

z帯
若
し
く
は
27
MHz帯

の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
簡
易
無
線

第
四
ア
マ
チ
ュ
ア
局

15
0MH

z帯
40
0MH

z帯
若
し
く
は
27
MHz帯

の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
簡
易
無
線

、
、

、
、

局
又
は
第
２
条
第
１
項
第
４
号
の
７
に
規
定
す
る
陸
上
移
動
局
に
使
用
す
る
た
め
の
無
線
設
備
の
工
事
設
計

局
又
は
9
2
0
.
5
M
H
z
以
上
9
2
3
.
5
M
H
z
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
陸
上
移
動
局
に
使
用
す
る
た
め
の
無

書
線
設
備
の
工
事
設
計
書

［様
式
略

］

［様
式
同
左

］

［注
１
・
２
略

］

［注
１
・
２
同
左

］

３
２
の

(2
)の
欄
は

ア
マ
チ
ュ
ア
局
に
使
用
す
る
た
め
の
無
線
設
備
に
あ
つ
て
は

「Ｊ
３
Ｅ

4
3
0
M
H
z
か

３
２
の

(2
)の
欄
は
ア
マ
チ
ュ
ア
局
に
使
用
す
る
た
め
の
無
線
設
備
に
あ
つ
て
は

「Ｊ
３
Ｅ

4
3
0
M
H
z
か

、
、

ら
44
0MH

zま
で

」の
よ
う
に

15
0MH

z帯
40
0MH

z帯
又
は
27
MHz帯

の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
簡
易

ら
44
0MH

zま
で

」の
よ
う
に

15
0MH

z帯
40
0MH

z帯
又
は
27
MHz
帯
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
簡
易

、
、

、
、

無
線
局
に
使
用
す
る
無
線
設
備
に
あ
つ
て
は

「Ｆ
２
Ｂ
Ｆ
２
Ｃ
Ｆ
２
Ｄ
Ｆ
３
Ｃ

Ｆ
３
Ｅ

400
無
線
局
に
使
用
す
る
無
線
設
備
に
あ
つ
て
は

「Ｆ
２
Ｂ
Ｆ
２
Ｃ

Ｆ
２
Ｄ
Ｆ
３
Ｃ

Ｆ
３
Ｅ

400
、

、

MHz
帯

」の
よ
う
に

第
２
条
第
１
項
第
４
号
の
７
に
規
定
す
る
陸
上
移
動
局
に
使
用
す
る
た
め
の
無
線
設

MHz
帯

」の
よ
う
に

920
.5MH

z
以
上
923

.5MH
z以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
陸
上
移
動
局
に
使
用

、
、

備
に
あ
つ
て
は

「Ａ
１
Ｄ

9
2
0
.
6
M
H
zか
ら
9
2
3
.
4
M
H
z
ま
で

（2
0
0
k
H
z
間
隔
1
5波

）
」の

よ
う
に
記
載

す
る
た
め
の
無
線
設
備
に
あ
つ
て
は

「Ａ
１
Ｄ

9
2
0
.
6
M
H
z
か
ら
9
2
3
.
4
M
H
z
ま
で

（2
0
0
k
H
z
間
隔
1
5

、
、

す
る
こ
と

波
）
」の

よ
う
に
記
載
す
る
こ
と

。
。

［４
11
略

］

［４
11
同
左

］

～
～

［第
五
・
第
六

略

］

［第
五
・
第
六
同
左

］

備
考

表
中
の[

]

の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。



附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
特
定
無
線
設
備
の
技
術
基
準
適
合
証
明
等
に
関
す

る
規
則
（
以
下
「
証
明
規
則
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
一
項
第
六
号
及
び
第
六
号
の
二
の
無
線
設
備
に
係
る
電
波
法

（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
三
十
八
条
の
二
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
技
術
基
準
適
合
証
明
又
は
法
第
三
十
八
条

の
二
十
四
第
一
項
に
規
定
す
る
工
事
設
計
認
証
（
以
下
「
技
術
基
準
適
合
証
明
等
」
と
い
う
。
）
を
受
け
て
い
る
無

線
設
備
は
、
そ
れ
ぞ
れ
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
証
明
規
則
第
二
条
第
一
項
第
六
号
及
び
第
六
号
の
二
の
無

線
設
備
に
係
る
技
術
基
準
適
合
証
明
等
を
受
け
て
い
る
無
線
設
備
と
み
な
す
。

３

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
さ
れ
て
い
る
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
証
明
規
則
第
二
条
第
一
項
第
六
号
及

び
第
六
号
の
二
の
無
線
設
備
に
係
る
技
術
基
準
適
合
証
明
等
の
求
め
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
第
三
条
の
規
定
に
よ

る
改
正
後
の
証
明
規
則
第
二
条
第
一
項
第
六
号
及
び
第
六
号
の
二
の
無
線
設
備
に
係
る
技
術
基
準
適
合
証
明
等
の
求

め
と
み
な
す
。




